
公益財団法人  琵琶湖・淀川水質保全機構                       

令 和 ３ 年 度  第 １ 回 理 事 会 議 事 録 

 

 

１ 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 

（１）第１号議案のとおり、令和３年度第１回評議員会（決議の省略）を実施する。 

（２）第２号議案のとおり、顧問の選任に関し同意する。 

（３）（１）及び（２）の提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされる日 

は、令和３年４月２８日とする。 

 

２ 理事会への報告を要しないものとされた事項の内容 

有価証券の売買について 

 

３ 理事会の決議があったものとみなされた事項の提案者 

      理事長  中 田 佳 恵 

 

４ 理事会の決議があったものとみなされた日 

   令和３年４月２８日（水） 

 

５ 理事会への報告を要しないものとされた日 

令和３年４月２１日（水） 

 

６ 議事録の作成に係る職務を行った理事 

      理事長  中 田 佳 恵 

 

７ 理事総数８名の同意書 

   別添のとおり 

 

８ 監事総数２名の異議がないことを証する書類 

   別添のとおり 

 

 令和３年４月２１日、理事長中田佳恵が理事及び監事の全員に対して理事会の決議の目

的である事項について上記１の内容の提案書を発し、当該提案につき令和３年４月２８日

までに理事の全員から書面により同意する旨の意思表示を、また監事から書面により異議

がない旨の意思表示を得たので、定款第３６条に基づき、当該提案を承認可決する旨の理

事会の決議があったものとみなされた。 

 また併せて、同日付で、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項について

上記２の内容の通知書を発したので、理事会運営規程第１１条第１項に基づき、当該事項

が理事会に報告することを要しないものとされた。 



  

以上のとおり、理事会の決議があったものとみなされたこと及び理事会に報告すること

を要しないものとされたことを明確にするため、この議事録を作成し、議事録作成者が記

名押印する。 

 

  令和３年４月２８日 

 

               公益財団法人琵琶湖・淀川水質保全機構 

 

                理事長  中 田  佳 恵   印 



 

第１号議案                                                      

 
 

令和３年度第１回評議員会（決議の省略） 

の実施に関する件 

 

 

評議員会運営規程第９条に則り、下記の議案等に関して令和３年度第１回評議員会を 

決議の省略で実施する。 

 

                                       記  

 

 

１ 議 案 

        第１号議案： 評議員の選任に関する件 

    第２号議案： 理事の選任に関する件 

第３号議案： 理事の選任に関する件 

第４号議案： 理事の選任に関する件 

第５号議案： 理事の選任に関する件 

第６号議案： 理事の選任に関する件 

 

２  報告事項 

有価証券の売買について 
 



 

第２号議案                                                      

 

 

顧問の選任に関する同意の件 

 

 

 

 

 下記の者を顧問に選任することに同意する。 

 
 
 

                      記 
 
 
 

  １ 顧問 

 

     池 口 正 晃 

（国土交通省近畿地方整備局企画部長） 

 

         染 谷 健 司 

（独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社 副支社長・淀川本部長） 

 

 

  ２ 任期 

 

任期は令和３年４月２８日から令和５年３月３１日までとする。 
 
                   

 



報告事項 

有価証券の売買について 

 

１ 今回の売買について 

● [政府保証第 355回日本高速道路保有・債務返済機構債券（20年）10億円(0.493％)]を売却し、 

[第 260回日本高速道路保有・債務返済機構債券（30年）10億円(0.651％)]を購入した。 

（約定日：令和３年３月 11日 ／ 受渡日：令和３年３月 15日） 

 ● 本件については、令和３年３月 11日開催の資金運用委員会において審議し、承認された上で実施した。 

 

２ 売買の理由について 

 ● 購入債券は、当機構資金管理・運用規程第４条第１項第４号の特別法人債の債券に該当する財投機関債で 

あり、格付け機関による格付けは国債と同等であることから、安全性が高いこと。 

 ● 保有債券の売却単価が、購入債券の取得単価を上回っており、売買による利益が得られること。 

 ● 購入債券の利率が、売却債券の利率を上回っており、毎年の利息収入が増加すること。 

 

３ 今回の売買による収益の改善について 

(1) 売買による利益（受渡日：R3.3.15） 

 ・保有債券（額面 10億円）を 10億円で売却し、購入債券（額面 10億円）を９億9,500万円で取得したため、 

500万円の売買益を得ることができた。 

 ・売却債券の経過利息が1,553,287円で、購入債券の経過利息が 1,587,369円であることから、34,082円の 

差額負担が発生した。 

 ・以上のことから、今回の売買により、4,965,918円の利益を得ることができた。 

 

売

買 
銘 柄 

利率 

（％） 

額 面 

（百万円） 

売買金額 

（百万円） 

経過利息（円） 

(受渡日：3/15) 

受渡金額 

（円） 

売

却 

政府保証第 355回 日本高速 

道路保有・債務返済機構債券 

(直近の利払日：R2.11.20) 

0.493 １,０００ １,０００ 

1,553,287 

※経過日数：115日 

(11/21～3/15) 

1,001,553,287 

購

入 

第 260回 日本高速道路 

保有・債務返済機構債券  

(発行日：R2.12.16) 

0.651 １,０００ ９９５ 

1,587,369 

※経過日数：89日 

(12/17～3/15) 

996,587,369 

売却債券―購入債券 ５ △ 34,082 
4,965,918 

…① 

 



 

(2) 利息収入の増加（受渡日の翌日（R3.3.16）から売却債券の満期日（R20.7.30）まで） 

 ・利率 0.493％の債券を 10億円分売却し、利率 0.651％の債券を 10億円分購入したことから、令和３年度 

以降の利息収入が、年 158万円増加することになった。 

  ・今回の売買により、売却債券を満期日の令和 20年７月 30日まで保有し続けた場合と比べ、利息収入が 

累計で 27,453,041円増加することになった。 

 

売

買 
銘 柄 

利率 

（％） 

額面 

（億円） 

R2年度 

（3/16～3/31） 

16日間 

（円） 

R3～R19 

年度 

(17年間)  

R20年度 

（4/1～7/30） 

121日間 

(円) 

累 計 

（円） 

売

却 

政府保証第 355回 

日本高速道路保有・ 

債務返済機構債券 

(満期日：R20.7.30) 

0.493 １０ 216,109 
４９３万円 

×17年 
1,634,328 85,660,437 

購

入 

第 260回 日本高速 

道路保有・債務返済 

機構債券 

(満期日：R32.9.20) 

0.651 １０ 285,369 
６５１万円 

×17年 
2,158,109 113,113,478 

購入債券―売却債券 69,260 
１５８万円 

×17年 
523,781 

27,453,041 

…② 

 

(3) 収益の改善 

 ・今回の売買により、売却債券の満期日である令和 20年７月 30日までの累計で、収益が 32,418,959円 

（①4,965,918円＋②27,453,041円）改善することとなった。 

 


